
愛知県建設局、都市・交通局及び建築局総合評価審査委員会設置要領 

（目的） 

第１条 愛知県建設局、都市・交通局及び建築局並びに県内市町村等の行う総合評価落札方

式競争入札に関する事務を行うため、愛知県建設局、都市・交通局及び建築局総合評価審

査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（委員会の事務） 

第２条 委員会は、地方自治法施行令第167条の 10 の２第４項及び第５項（第167条の 13に

おいて準用する場合を含む。）の規定による審査を行い、審査結果を、愛知県建設局、都市・

交通局及び建築局発注工事等（以下「県発注工事等」という。）については愛知県建設局長、

都市・交通局長又は建築局長（所長委任工事に関しては当該所長）へ、県内市町村等発注

工事等（以下「市町村発注工事等」という。）については当該市町村長等へ提出するものと

する。 

２ 委員会は、前項の他、次に掲げる事項について審議し、結果を愛知県建設局長、都市・

交通局長又は建築局長へ報告する。 

一 愛知県建設局、都市・交通局及び建築局の行う総合評価方式の運用に関すること。 

 二 総合評価方式の推進普及のための施策のあり方に関すること。 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、学識委員及び行政委員で組織する。 

２ 学識委員は、大学教員１名と、次の各号に該当する者のうちから１名以上を、審査及び

審議内容に応じて建設局長が委嘱する。 

 一 中部地方整備局職員 

  二 名古屋高速道路公社役職員 

 三 愛知県道路公社役職員 

 四 愛知県住宅供給公社役職員 

 五 （公財）愛知水と緑の公社役職員 

 六 （公財）愛知県都市整備協会役職員 

 七 （一財）愛知県建築住宅センター役職員 

３ 行政委員は次のとおりとする。 

 一 建設局技監（建設局長が指定する者） 

 二 建築局技監 

 三 建設総務課長 

（委員の任期） 

第４条 学識委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

（委員長） 

第５条 委員長は、大学教員が務める。 

２ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故等があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（委員会の開催） 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長が認める場合は、事務



局が学識委員及び行政委員に説明を行うことで、第２条第２項に関する審議を行ったもの

とみなすことができる。 

２ 委員会は、学識委員２名以上及び行政委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する

ものとする。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等に対して委員会への出席を求めるこ

とができる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、アドバイザー等の意見を聴くことができる。 

５ 委員のうち、第３条第２項第一号から第七号に該当するものは、代理人をたてることが

できる。 

（部会） 

第７条 委員会には通常部会と特別部会を置く。 

（通常部会） 

第８条 通常部会は、愛知県建設局、都市・交通局及び建築局総合評価落札方式（建設工事）

試行要領（以下「建設工事試行要領」という。）第５条及び愛知県建設局、都市・交通局及

び建築局総合評価落札方式（委託業務）試行要領（以下「委託業務試行要領」という。）第

５条に定める形式の県発注工事等並びに市町村発注工事等について、第２条第１項の事務

を行う。ただし、政府調達に関する協定（ＷＴＯ）案件は除く。 

２ 通常部会の委員は、第３条第２項第一号から第七号に該当する者のうちから建設局長が

委嘱し、個別工事等の審査はそのうちの２名以上で行う。ただし、市町村発注工事等に関

しては、委員として県職員を充てることができる。 

３ 委員のうち、第３条第２項第一号から第七号に該当するものは、代理人をたてることが

できる。 

（特別部会） 

第９条 特別部会は、建設工事試行要領第５条及び委託業務試行要領第５条に定める形式以

外並びに政府調達に関する協定（ＷＴＯ）案件となる県発注工事等並びに市町村発注工事

等について、第２条第１項の事務を行う。 

２ 特別部会の委員は、前項の審査に適する学識経験者３名以上を、第３条第２項に該当す

る者に限らず個別の工事等毎に建設局長が委嘱する。ただし、市町村発注工事等に関して

は、委員として県職員を充てることができる。 

（事務局） 

第 10条 委員会の事務局は建設局土木部建設企画課に置く。 

 附 則 

この要領は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

平成１６年８月２０日制定、平成１８年４月１日最終改正の「愛知県建設部総合評価審査委

員会設置要領」は廃止する。 

 附 則 

この要領は、平成１９年 ６月 １日から施行する。 

 附 則 



この要領は、平成１９年１０月 １日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２０年１０月 １日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２２年 ４月３０日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２５年 ２月 ７日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２５年 ４月 １日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 


